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本市の人口は、 令和５ 年３ 月現在で 34, 826 人であり 、 令和元年の 37, 500 人から 2, 674 人減

少し ています。 世帯数と 、 １ 世帯当たり の世帯人数は緩やかに減少を続け、 小家族化傾向にあ

り ます。  

年齢３ 区分別の人口を 見ると 、 １ ５ 歳未満の年少人口は 11％前後と 、 こ の５ 年間でその割合

に大き な変化はあり ませんが、 人数は 403 人減少し ています。  

１ ５ ～６ ４ 歳未満の生産年齢人口は、 比率、 人数と も 減少し ています。  

６ ５ 歳以上の老年人口は、 比率は増加し ていますが、 人数は減少し ています。 老年人口の占

める割合は令和２ 年に 40％を超え、 少子高齢化が高まっ ています。  
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出生数は令和２ 年に増加に転じ たも のの、 その後は減少を続けています。 死亡数は、 年によ

っ て増減はあるも のの、 自然動態は令和５ 年に-553 人と なり 、 自然減が進んでいます。  

 

 

転出者数は令和元年には 1, 100 人を超えたも のの、 その後は 1, 000 人を切る中で増減し

ています。  

転入者数は令和元年から 令和３ 年までは減少、 令和３ 年から 令和５ 年は増加傾向にあり

ます。  

 令和３ 年から は社会減が緩やかになっ てはいますが、 転出超過の現状にあり ます。  

 

 

 

 

平成２ ７ 年から 令和２ 年の５ 年間で、 単独世帯が微増、 三世代世帯が微減し ています。 単独

世帯を 除く 核家族はあわせて 50. 3％と 半数以上になっ ています。  

 

 



第２ 章 本市のこ ども ・ 子育てを 取り 巻く 状況（ 第２ 期計画の振り 返り ）  

 

7 

 

出生数は、 近年増減を繰り 返し ながら 推移し ていまし たが、 令和５ 年は過去最も 少ない 154

人に減少し ています。 合計特殊出生率は、 全国と 島根県を と も に下回っ て推移し ています。  
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令和２ 年の未婚率を見ると 、 男性・ 女性と も 、 平成２ ７ 年と 比較し て、 多く の世代で未婚

率が上昇し ています。 20 代前半では、男性の未婚率が 93. 8％、 女性は 90. 6％と 高い割合と な

っ ています。  
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本市における女性の就業率をみる と 、 全体的に島根県を 上回っ ており 、 共働き 世帯が多い地

域であるこ と が伺えます。 子育てが落ち着く 40 歳代になると やや就業率が上がり ますが、「 婚

姻～子育て開始時期」 に就業率が減少するいわゆる「 Ｍ字カ ーブ」 が見ら れるほどではあり ま

せん。  

今後、 就労を希望する女性に対し て、 より 一層の支援が必要になると 考察さ れます。  
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こ ども の人口の推計結果については、 減少傾向にあり ます。 今後も 減少傾向が続く と 予測さ

れます。  
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就学前児童保護者が、 小学校入学後放課後に過ごさ せたい場所と し て、 低学年のう ちは放課

後児童ク ラ ブが最も 多く 、 45. 1％が回答し ています。 こ れは前回調査（ 平成３ ０ 年度） より 9. 5

ポイ ント 高く なっ ており 、放課後児童ク ラ ブの利用希望が高く なっ ているこ と がう かがえます。 

一方、 高学年になっ た時に過ごさ せたい場所と し て最も 多いのは、 自宅で約 60％と なっ てい

ます。 なお、 放課後児童ク ラ ブの利用希望は今回調査（ 令和５ 年度）、 前回調査と も に約 21％と

なっ ています。  
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土曜日・ 日曜日や長期休暇中については、 低学年、 高学年と も に自宅で過ごさ せたいと いう

割合が最も 高く なっ ています。  

ただし 、 今回調査では、 低学年のう ち は放課後児童ク ラ ブで過ごさ せたいと 42. 3％が回答し

ており 、 前回調査より 10. 4 ポイ ント 上がっ ています。  

 

 

 

放課後児童ク ラ ブに対し て、 小学生保護

者の４ 割近く が「 現在のままでよい」 と 感

じ ており 、 前回調査と ほぼ変化はあり ませ

ん。  

利用時間の延長や施設・ 設備の改善に関

する希望は、 前回調査より やや割合が下が

っ ており 、 対応の改善が伺えます。  

一方で、 対象児童を拡大し てほし いと い

う 希望が前回調査より 9. 7 ポイ ント 上がっ

ています。  
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就学前児童保護者のう ち、育児休業を取得し た割合は、母親が 75. 1％、父親が 17. 6％であり 、

前回調査より 母親では 14. 4 ポイ ント 、 父親では 13. 6 ポイ ント 上昇し ています。  
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仕事と 子育ての両立のために必要なこ と と し て、 就学前児童保護者、 小学生保護者と も 「 家

族の理解と 協力」「 子育てに関する職場の理解」 と ８ 割～９ 割が回答し ており 、 前回調査でも 同

様の傾向です。  

前回調査と の比較では、 就学前児童保護者、 小学生保護者と も 「 子ども の病気やけが、 学校

の参観日などに休暇がと れる制度の導入」 が高い割合になっ ています。  
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子育てをする上で、 負担や不安を「 非常に感じ る」「 どちら かと いえば感じ る」 と いう 保護者

は、 就学前児童保護者も 小学生保護者も ５ 割強が感じ ると 回答し ています。  

前回調査と 比較し 若干減少し ていますが、「 非常に感じ る」 と 答えた割合は就学前保護者も 小

学生保護者も 増えており 、 負担や不安の解消が引き 続き求めら れています。  
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子育てを する 上で、 負担や不安を

感じ る内容と し て最も 多いのは、「 子

育てにお金がかかる 」 で６ 割以上が

回答し ています。  

また、「 親と し ての責任を果たすこ

と ができ ない不安」 を ４ 割近く が挙

げています。  

特に就学前児童保護者では、「 仕事

と 子育ての両立が難し い」「 自分の自

由な時間が持てない」 と ４ 割以上が

回答し ています。  
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子育てし やすい社会のための支援

策と し ては、８ 割以上が「 経済的負担

の軽減」 を挙げています。  

次いで「 安定し た雇用と 収入の確

保」「 職場環境の改善の企業への働き

かけ」が多く 挙げら れており 、子育て

世代の若者が安心し て働ける 環境が

求めら れています。  

ま た、「 子ど も の遊び場を 確保す

る」と いう 回答が、就学前児童保護者

で６ 割以上の回答があり ます。  
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     ※計画欄の下線は、 令和 4 年度の中間見直し において下方修正を、 二重下線は上方修正し

たも のです。（ 以下同様）  

   

・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ定員を減少し まし た（ 30 人→20 人） 

・ 令和４ 年度から 西日登幼稚園、 鍋山幼稚園が閉園と なり まし た（ 定員 15 人→0 人、 定員 15 人

→0 人）  

 ・ 令和４ 年度に大東こ ども 園、 三刀屋こ ども 園、 令和５ 年度に加茂こ ども 園の定員を 減少し まし

た（ 35 人→25 人、 35 人→25 人、 25 人→15 人）  

 ・ 少子化に加え、 保護者の就労形態の変化等により 、 幼稚園利用は減少傾向にあり ます 

 

・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ定員を 増加し まし た（ 60 人→70 人） 

 ・ 令和４ 年度に大東こ ども 園、 三刀屋こ ども 園の定員を増加、 掛合保育所の定員を減少し まし た

（ 25 人→35 人、 30 人→40 人、 45 人→40 人）  

 ・ 適宜定員の見直し を 行い、 十分な確保量を確保するこ と ができ まし た 
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 ・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ定員を 増加し まし た（ 12 人→20 人） 

・ 令和３ 年４ 月から 加茂こ ども 園が業務委託になるのに合わせ定員を 減少し まし た（ 25 人→20 人）  

 ・ 令和５ 年度に掛合保育所の定員を 減少し まし た（ 10 人→4 人）  

 ・ 適宜定員の見直し を 行いながら 、 適切な確保体制の維持に努めまし た 

 ・ 特定の施設の入所を 希望さ れ、 結果と し て実績が確保量を 上回っ た年度があり まし たが、 適宜

定員の見直し を 行いながら 、 適切な確保体制の維持に努めまし た 

  

・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ定員を 増加し まし た（ 28 人→40 人） 

 ・ 令和４ 年度及び令和５ 年度に掛合保育所の定員を 減少し まし た（ 25 人→20 人、 20 人→14 人）  

 ・ 計画より も 実績が多い状況が継続し まし た 

 ・ 適宜定員の見直し を 行いながら 、 適切な確保体制の維持に努めまし た 
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・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ延長保育を開始し まし た 

・ 公立の全ての施設で短時間時の延長保育を 開始し まし た 

・ 令和４ 年度以降、 計画よ り 実績が多い状況が継続し まし た 

・ 令和２ 年度にち ゃ れんじ ク ラ ブを 開設し 、 定員を 増加し まし た 

・ 令和３ 年度に寺領児童ク ラ ブの場所を日登交流センタ ー内に移転し 、 定員を増加し まし た 
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・ ニーズの高まり から 受け入れでき ない状況があり まし たが、 以降解消し まし た 

 

・ 令和６ 年度より 事業開始し まし た 

 

・ コ ロナ感染症の５ 類移行以降、 利用者は増加し まし た 

・ 西日登幼稚園及鍋山幼稚園は令和２ 、 ３ 年度に休園し 、 令和４ 年度から 閉園し まし た 

・ 在籍児童数の減少と と も に、 利用者は減少傾向にあり まし た 
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・ 令和３ 年４ 月から 木次こ ども 園が新園舎になるのに合わせ、 一時預かり を 開始し まし た 

・ 令和５ 年度から 吉田・ 田井保育所で開始、 令和６ 年度から あおぞら 保育園分園は休園し まし た 

・ 年度によっ てばら つき はあり ますが、 近年は増加傾向にあり まし た 

 

・ 令和６ 年度より 事業開始し まし た 

 ・ 令和３ 度から 加茂こ ども 園の業務委託に合わせ、 病後児保育事業を開始し まし た 

 ・ 令和３ 年度から 大東保育園、 かも め保育園、 三刀屋保育所を 体調不良児型に計上、 令和４ 年度

から 掛合保育所を体調不良児型から 病後児保育事業に区分変更し まし た 
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 ・ コ ロ ナ禍において利用者は減少し たも のの、 近年増加傾向にあり まし た 

 

 ・ 依頼内容と し ては、 送迎利用の割合が高い状況にあり まし た 

 ・ ニーズに応えら れるよ う 、 援助会員を 増やし ていく 必要があり ます 

 ・ 出生数の減少に伴い、 訪問件数も 減少し まし た 

 ・ 妊娠届出数の減少に伴い、 受診者数も 減少し まし た 
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 ・ 必要に応じ て実施し まし た 

 ・ 令和６ 年度から こ ども 家庭センタ ーを 設置し 、 妊娠期から 子育て期にわたり 一体的に支援を行

う 体制を 整えまし た 

 

 ・ 令和３ 年度から 補助金と し て補足給付を 開始し まし た 

  子育てについて気軽に相談でき 、 必要な情報を 得るこ と ができ る環境を 整備するこ と によ

り 、 子育ての知識・ 経験の不足や相談相手がいないこ と から く る不安や孤立感の軽減を図

る 

  楽し く 子育てでき るよう 、 子育て中の親子の交流を 促進する 

 

  市民アンケート の結果から 、「 子育てについて相談でき る相手がいる保護者の割合」 は９

割を超え、 高い水準で推移し ています。 また、 子育てアンケート の結果から 、「 子育てす

る上で、 負担や不安を感じ ている割合」 は、 小学生保護者、 未就学児保護者と も に前回調

査時より 減少し ています。 こ ども 家庭支援センタ ー「 すワン」 や母子健康包括支援センタ

ー「 だっ こ ♪」、 子育て支援センタ ー等の相談窓口を 充実し てき た成果と 言えます。 令和

６ 年度から はこ ども 家庭センタ ーを設置し 、 妊娠期から 子育て期にわたり 一体的に支援を
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行えるよう 、 さ ら なる体制の強化を行っ ています。  

  施設調査票の結果から 、「 親子の交流が行われている と 感じ る 割合」 は保育・ 教育施設が

65. 0%、 児童福祉施設は 56. 3%と なっ ており 、 必ずし も 、 交流が進んだと は言えない結果と

なり まし た。 施設から は、 コ ロナ禍にあっ て、 こ ども に関する様々な事業、 イ ベント 等が制

限さ れたこ と により 、保護者同士のつながり の希薄化がみら れると の声があり ます。つなが

り を促し 、 子育てが楽し いと 感じ ら れるよう な環境づく り を進めていく 必要があり ます。  

 

※第２ 期計画では指標が設定し ていないため、成果を 振り 返る参考と し て、行政評価等で用いて

いる成果指標等を 参考指標と し て使用し ています。（ 以下同様）  

 ※（  ） 内は事務事業名です（ 以下同様）

  地域自主組織等により 、 こ ども の見守り 、 多世代交流、 体験事業、 交流事業、 放課後子

ども 教室、 放課後児童ク ラ ブ等、 こ ども 及び子育て世代への支援が地域ぐ るみで行わ

れまし た。  

  子育て支援センタ ーや子育てサロン、フ ァ ミ リ ーサポート センタ ーの連携などにより 、

地域における子育てのネッ ト ワーク を 構築し まし た。

 

  市報や市のホームページ、 子育てポータ ルサイ ト を活用し 、 情報発信に努めまし た。

  子育て世代の保護者と 市長と の意見交換を行いまし た。

 

 

  親子の交流の場、 親子同士の交流の場、 子育ての相談の場と し て、 市内５ カ 所に子育

て支援センタ ーを設置し 、 各種事業を 実施し まし た。

 

  母子保健コ ーディ ネータ ーの配置、 こ ども 家庭支援センタ ー「 すワン」、 母子健康包括
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支援セン タ ー「 だっ こ ♪」 を設置し 、 関係機関等と の連携を図り ながら 、 妊娠、 出産、

子育て期に至るまでの切れ目ない支援に取り 組みまし た。

 

 

 

  疾病の早期発見、 発見し た場合に迅速かつ適切に対応でき るよう 、 関係機関や地域と 連携

を充実する 

  ひと り 親家庭への経済的支援などを行う と と も に、 個々の家庭状況に応じ た悩みや不安を

気軽に相談できる体制を強化する 

  障がい児に関する関連計画、 関係機関等と の連携を十分に図り ながら 、 障がい児への支援

を促進する 

 

  市民アンケート の結果から 、「 子育て支援に関する行政サービスが整っ ていると 感じ る保護

者の割合」 は、 令和２ 年度より 4. 5 ポイ ント 減少し ています。 子育てに関する相談体制を

整える中で、 家庭の状況に応じ 、 こ ども への支援の充実を 進めてき ていますが、 十分な成

果と し て表れていない状況にあり ます。  

  一方で、 施設調査票の結果から 、「 関連機関の連携が図ら れていると 感じ る割合」 は保育・

教育施設で 80％、 児童福祉施設で 75％と 高い水準と なっ ており 、 こ ども・ 家庭への支援を

行う 支援関係者の連携は整いつつあり ます。 関係機関の連携強化が適切な支援へと つなが

り 、 そのこ と が実感でき るよう に引き 続き 取り 組みを強化し ていく 必要があり ます。  

 

 

［  

 

  相談・ 支援体制を整備すると と も に、 関係機関と の連携も 図り ながら 児童虐待の対応

及び未然防止・ 早期発見に向け、 広報・ 啓発活動、 研修会等を実施し まし た。

 

  育児不安の解消やこ ども の虐待防止、 産後う つ予防などの目的で、 初めて赤ちゃ んを

育てている 母親と ０ 歳児に赤ち ゃ んが一緒に参加する 「 親子の絆づく り プロ グラ ム
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（ BP1）」 を実施し まし た。  

  保護者が疾病、 就労その他の身体上又は環境上等の理由により 、 家庭において児童を

養育する こ と が一時的に困難になっ た場合に養育・ 保護を行う ため、 里親の方々のご

協力を得ながら 、 令和６ 年度から 短期入所生活援助事業（ ショ ート ステイ ） 及び夜間

養護等事業（ ト ワイ ラ イ ト ステイ ） を 開始し まし た。  

 

 

  母子父子自立支援員を 配置し 、 母子・ 父子・ 寡婦の相談や、 自立支援プログラ ムの策

定等を行いまし た。  

  自立支援教育訓練給付事業、 高等職業訓練促進給付金等事業等、 就業・ 自立に向けた支

援制度の周知、 利用促進を行いまし た。  

  ひと り 親家庭の経済的負担軽減のため、 児童扶養手当事業に取り 組みまし た。  

 

 

 

  生活困窮者自立支援制度によ る包括的な相談支援体制と し て、 雲南市社会福祉協議会

に「 生活支援・ 相談センタ ー」 を委託・ 設置し 、 こ ども のいる貧困世帯に対する支援と

し て、生活の困り ごと や経済的な不安などを相談、解決のための支援を 実施し まし た。

併せて、 支援調整会議の開催により 、 関係機関と の情報共有を図り 、 家計改善支援、 就

労支援等により 、 課題の解決に取り 組みまし た。  

  様々な理由により 放課後児童ク ラ ブや学習塾、 スポーツ少年団等の活動に参加でき な

い児童を対象に、放課後や長期休業等において、学習支援や体験活動を 行いまし た。

 

 

 

  保護者の相談を踏まえ、入所に向けた調整を行いながら 、障がい児保育を引き 続き 実施

し まし た。私立施設については、障がい等を持つ児童受け入れのために配置する加配保

育士の人件費の助成を 行いまし た。

 

  言葉や発達等に心配のある乳幼児と その保護者に対し て、 小児発達専門医が相談や助

言、 療育機関等の紹介を行う 発達ク リ ニッ ク 事業に取り 組みまし た。

 

  乳幼児健診等において疾病や障がいの早期発見に努めると と も に、 フ ォ ローが必要な

こ ども について、 こ ども 家庭支援セン タ ー「 すワン」 や所属施設、 専門機関等と 連携を

図り ながら 支援を行いまし た。  

  発達に応じ た継続し た支援、関係機関と の連携ツールと し て、「 すく すく フ ァ イ ル」、「 す

く すく アンケート 」、「 個別の支援計画」、「 医療連携シート 」 を積極的に活用し 、 切れ目

ない支援を行いまし た。  

  障がい福祉サービスの必要な児童に対し て、法に基づき児童発達支援、放課後等デイ サ
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ービス、 短期入所（ ショ ート ステイ ）、 居宅介護（ ホームヘルプ）、 移動支援などのサー

ビスを提供し まし た。

 

  市外の特別支援学校に通学し ている幼児、 児童、 生徒の通学費用支援、 また、 通学支援

を実施する事業者への支援を行いまし た。

 

 

 

  （ 一社） ダイ バーシティ う んなん toi r o に多文化共生推進業務を委託し 、外国人住民に

対する 相談窓口を 設置し ており 、 子育て施設等への入所手続き 等においても 必要に応

じ 支援を行いまし た。

  日本語指導支援事業を 受託し た業者が、次年度小学１ 年生になる幼児のう ち、語彙が少

ない児童や日本語での日常会話が十分にでき ない幼児などに対し 、 保護者の希望によ

り 語彙力のチェ ッ ク を 行い、 就学前日本語指導支援を実施し まし た。

 

 

  こ ども にと っ て安全な生活空間の確保を はじ め、交通安全や防犯に対する意識啓発、安全・

安心確保のための地域住民の自主活動等を促進し 、 地域全体でこ ども を 見守るまちづく り

を一層促進する 

  安心し て遊べる公園の整備・ 充実など、 こ ども にと っ て安全で快適な生活環境の確保に努

める 

 

  市民アンケート の結果から 、「 地域の子ども を育てよう と 活動し ている市民の割合」 は、 令

和 2 年度と 比較し て、 ほぼ横ばいで推移し ています。 また、 施設調査の結果から 、「 地域全

体でこ ども を見守る環境が整備さ れていると 感じ る割合」 は教育・ 保育施設及び児童福祉

施設と も 高い水準と なっ ています。 保護者や地域等の支え、 関係機関と の連携により 、 こ

ども の安心・ 安全な環境整備が図ら れていると 言えます。  

 

  一方、 施設調査の結果から 、「 遊び場の環境が整備さ れていると 感じ る割合」 は、 教育・ 保

育施設で約半分、 児童福祉施設では約３ 割と 低い評価と なっ ています。 遊具等の設備の老

朽化や、 高齢化の進展から 、 こ れまで地域等の支えででき ていた自然の遊び場の環境整備

が難し く なる懸念があると の声も あり 、 雲南市の恵まれた環境を活かし たこ ども の遊び場

について、 引き続き確保・ 整備に向けた取り 組みが必要です。  
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  「 雲南市通学路交通安全プログラ ム」 に基づき 、 危険個所の抽出を行い、 計画的に対

策工事を 実施し まし た。  

  雲南警察署、 雲南市交通指導員をはじ め、学校の教職員や PTA、 地域の見守り 組織等に

よる登下校時の見守り 活動を 通じ て、 地域ぐ るみで交通安全や防犯対策が行われまし

た。  

 

 

  子育て世帯等の生活環境支援を目的に、 宅地購入補助、 民間賃貸住宅家賃補助、 子育

て世帯応援リ フ ォ ーム補助に取り 組みまし た。 また、 定住促進を目的に子育て世帯等

を対象と し た定住促進住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃減額を行いまし た。

  教育・ 保育施設の園庭を施設の休園日（ 土日等） に開放し 、 こ ども の遊び場の確保を

図り まし た。

  教育・ 保育施設や、 既存の公園や広場等の遊具・ 設備の定期的な点検を 行い、 安全確

保に努めまし た。

 

 

  通常保育事業の充実と 併せて、 多様な子育て支援事業の提供体制を 整備し 、 保護者の就労

形態の多様化や就労希望者の増加による保育ニーズに、 き め細かく 対応し た保育サービス

と と も に、 専門知識を 高めた質の高い保育を推進する。  
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  子育て支援施設に対する需要の見込量の適正な確保に努め、 待機児童は解消し まし た。  
（ 参考指標に用いた調査における実績値の 1 人については、 施設の入所自体は可能であっ たも のの、「 特定の施設のみ希望」 さ れたケースであっ たため、 当市

における待機児童はないも のと し ています）  

  施設調査の結果から 、「 施設の保育等に対する利用者の満足度」 は、 教育・ 保育施設、 児童

福祉施設と も に高いと 評価し ています。「 自立し た社会性のある大人」 の育成を 目指し 、 幼

児期（ ０ 歳児） から 高等学校まで発達段階ごと に育成する力がまと めら れた「『 夢』 発見プ

ログラ ム」 の考えに基づく 教育・ 保育の実践や、 様々な研修会をと おし た保育者の資質の

向上等が成果と なっ ている と 考えます。  

  子育てアンケート 結果から 、 育児休業の取得率は男女と も 大き く 向上し まし た。  

  一方、市民アンケート の結果から 、「 子育てし ながら 働き やすいと 感じ る保護者の割合」は、

令和２ 年度と 比較し て 20 ポイ ント 以上下がっ ています。 子育てアンケート においても 、 職

場環境の改善を求める声は依然多く 、 引き 続き 対策が必要です。  

 

 

  「 夢」 発見プログラ ム、 幼児期運動プログラ ムの展開や、 幼児教育専門官の配置、 各種

研修会を 実施し 、 質の高い保育・ 教育の実践に努めまし た。

  年度中途での保育士の確保が困難であるこ と から 、 ４ 月時点から 保育士を 確保し た場合

に、「 保育所保育士確保対策事業費補助金」 を引き 続き 実施し まし た。

  国の幼児教育・ 保育の無償化に加え、 雲南市独自に第３ 子の保育料無償化（ ０ ～２ 歳）、

３ ～５ 歳児の副食費無償化の経済的支援を行いまし た。
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  子育てと 仕事の両立が可能と なるよう 、 特別保育事業（ 延長保育事業、 一時保育事業、

休日保育事業）、 病児・ 病後児保育事業、 預かり 保育事業など、 子育て支援事業の充実に

取り 組んだ。

  保護者ニーズに応えるよう 、 放課後児童ク ラ ブの拡充を図っ てきまし た。

  子育ての支援をし て欲し い人（ 依頼会員） と 、 子育ての援助をし たい人（ 援助会員） が育

児の相互援助を行う フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事業に引き 続き 取り 組みまし た。

  子育てに対する経済的援助と し て、 国の制度に基づき 、 児童手当を 給付し まし た。

  子育て中の男女の多様な働き 方や、 男性の育児や家事への参画と 家庭や地域、 企業の理解と

協力を求めていく と と も に、 積極的改善措置の推進と 働き かけ、 男女共同参画意識の啓発を

推進する 

  関係機関と 連携し 、 就職、 再就職を支援すると と も に、 仕事と 家庭生活のバラ ンスをと れる

よう 、 働き方の見直し について情報提供を行い、 意識啓発に努める 

 

  市民アンケート の結果から 、「 性別に関係なく 、 誰も が平等に扱われていると 感じ る市民の

割合」は、令和２ 年度と 比較し て男性は上昇傾向にあるも のの、女性は下降傾向にあり ます。  

  男性の育児参画、 家事参画を意識し た取り 組みを多く 行っ てき まし たが、 引き 続き 、 事業所

を含め地域全体において意識醸成に向けた取り 組みが必要です。  
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  就労サポート センタ ー島根等の再就職支援を 行う 関係機関の説明会・ 相談会等の周知

を行いまし た。

  「 お父さ んのための育児ガイ ド 」 や「 家事手帳」、「 パパの育児手帳」 など、 男性の育

児や家事への参画を 促進する啓発資料を作成、 配布し まし た。

  乳幼児健診や育児相談等について、母子に限定し ない参加周知に心がけまし た。

  家事参画や育児参画を テーマと し た両親向けの研修会、 イ ベント 等を実施し まし た。

 

 

  男性の家事・ 育児等の推進を目的と し た「 おと う 飯」 イ ベン ト 、 男女共同参画の視点に

立っ た避難所運営研修等を地域自主組織と 連携し て実施し まし た。

  事業主に対し 、ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスに関するセミ ナーのチラ シ配布を行いまし た。

 

 

 

  各担当部署や施設と 連携し ながら 、 随時子育て支援に関する情報提供、 相談支援、 入所

調整を行いまし た。  

 

 

  地域で活動する人材や各種団体への活動支援を行い、 地域活動の活性化を 図り 、 こ ども や親

子が気軽に体験などに参加できる環境づく り を推進する 

  思春期の心身の健康づく り を推進する 

 

  「 自分によいと こ ろがある と 思う と 答えた生徒の割合」 は、 令和２ 年度と 比較し て約 15 ポ

イ ント 上昇し ています。 児童・ 生徒の心の悩みにき め細やかに対応するこ と で、 こ ども た

ちの自己肯定感の上昇に繋がり まし た。  

  「 ふるさ と が好き な高校３ 年生の割合」「 将来も 雲南市に貢献し たいと 思う 高校３ 年生の割

合」 は令和２ 年度と 比較し て若干減少し まし たが、 高い割合を 維持し ています。「 夢」 発見

プログラ ムを核と し ながら 、 地域の豊かな資源を活かし た様々な体験・ 交流活動等を通し

て、 心豊かでたく まし いこ ども の育成を進めてきまし た。  

  一方、「 地域の子ども を 育てよう と 活動し ている市民の割合」は 25%程度に留まっ ています。
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こ れまでも 多く の地域の方の協力を得ながら 保育・ 教育を行っ てき まし たが、 さ ら に機運

を高めていく 必要があり ます。  

 

 

  乳幼児健診や育児相談、 離乳食教室を開催し 、 子育て家庭の学習や交流の機会を継続し

て設けまし た。（

  ４ か月児と その保護者を対象に、 図書館司書から ブッ ク スタ ート パッ ク （ 絵本１ 冊） を

渡すブッ ク スタ ート 事業に継続し て取り 組みまし た。

  地域自主組織や事業所等、 幅広い地域住民の協力を 得ながら 、 こ ども の体験活動や世代

間交流が行われまし た。

  保育所・ 幼稚園・ こ ども 園において、 地域活動と し て伝承遊びや季節行事と 通じ た交流

等、 様々な活動を実施し まし た。

  『 夢』 発見ウィ ーク や『 夢』 発見ボラ ンティ ア、 高校生の探究学習やスペシャ ルチャ レ

ンジジュ ニアプログラ ム等において、 保護者や保育者の話を 聞いたり 、 乳幼児にふれあ

う などの体験の機会があり まし た。

  保育や子育てに興味を持ち 、 探究学習等にて学習題材に取り 上げる生徒に対し 、 保育所

や子育て支援センタ ーの協力を 得て、 保育に関する体験や子育てについて聞く 機会を 設

けまし た。

  『 夢』 発見プログラ ムを基に、 幼児期の教育・ 保育を 行いまし た。

  「 雲南市幼児期運動プログラ ム」 に基づき 、幼児期の運動促進に取り 組みまし た。また、

身体教育医学研究所う んなんと 連携し 、 わく わく う んなんピッ ク も 継続し て取り 組み、

こ ども の実態の定期的な評価も 行い、 運動遊びの促進に取り 組みまし た。
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  地域の方々の参画を得ながら 、 安全・ 安心なこ ども の活動拠点（ 居場所） と なる放課後

こ ども 教室に取り 組みまし た。

  毎月第３ 日曜日を「 う んなん家庭の日」 と する啓発運動、日本一短い感謝の手紙事業等、

青少年が健やかに育つ環境づく り に地域ぐ る みで取り 組みまし た。 また、 学校では、 人

権教育を はじ め喫煙・ 飲酒・ 薬物乱用防止教育、性の多様性についての教育、情報教育、

金銭教育について、 授業や授業外で学習を行いまし た。

 

 

  雲南保健所等の関係機関、 がん検診すすめ隊や食生活改善推進員等の住民ボラ ンティ ア

と 連携し 、 たばこ の害、 がん予防及び生活習慣病予防やバラ ンスの良い食事づく り 等正

し い知識の啓発を行いまし た。

  学校にスク ールカ ウンセラ ー、 スク ールソ ーシャ ルワーカ ーを 配置し 、 教育相談等を 行

いまし た。 また、 教育支援センタ ー（ おんせんキャ ンパス） では、 学校に行き づら さ を

感じ ている児童・ 生徒に対し 、 個々の実態に合わせたき め細やかな支援を行いまし た。

  関係機関・ 部署と 連携を図り ながら 、 思春期の心の相談に対応し まし た。

  こ ども が個性を 発揮し 、 のびのびと ゆと り ある 生活を 送れるよう 、 き め細かな教育を推進

すると と も に、 家庭における教育力の向上を 支援し 、 関係機関や地域と の連携を 深め、 地

域と と も にある学校づく り を支援する 

  中学校区全てに学校運営協議会を設置し 、『 夢』 発見プログラ ムを核と し たキャ リ ア教育の

推進や、 地域でこ ども を育てていこ う と する取り 組みが進みまし た。  

  「 学校の勉強や活動で地域の人によく お世話になっ ていると 思う 児童生徒の割合」 は令和

２ 年度と 大き く 変わり ませんが、 地域コ ーディ ネータ ーが学校と 地域を つなぐ 役割に注力

する体制が再構築さ れ、『 夢』 発見ウイ ーク やふるさ と 教育などの活動が積極的に行われた

こ と により 、 高い水準を維持するこ と ができまし た。  
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  親と し ての役割やこ ども と の関わり 方について気づき を 促すこ と をねら いと し た学習プ

ログラ ムである「 親学プログラ ム」 を実施し まし た。

 

 

  市内全小中学校区に学校運営協議会を設置し 、 中学校卒業時の目指すこ ども 像を地域・

学校・ 家庭が共有し 、 その実現に向けた対話や取り 組みを 進めまし た。

  学校と 地域を つなぐ 地域コ ーディ ネータ ーの配置により 、 地域の教育資源（ ひと・ も の・

こ と ） を活かし たふるさ と 教育が充実し 、 ふるさ と への理解や愛着を進めまし た。

 

 

  関係機関と の連携による、 き め細かな学習指導体制による教育を 推進し 、 個性を 伸ばす教

育活動を推進する 

  安心・ 安全な教育環境の整備に努める 

 

  こ ども や家庭に関する様々な相談の総合窓口と し て設置し ている 「 すワン」 の体制整備を

図るこ と で、 幼児期通級指導教室「 にっ こ り ぃ 」、 すワンＬ Ｄ 教室「 まなびぃ 」 を 通じ 、 個

に応じ た指導を行う こ と ができ まし た。  

  公立図書館の来館者数は、 コ ロ ナ禍は減少し ていまし たが、 現在は回復傾向にあり ます。

公立図書館及び学校図書館の充実を図り 、 こ ども が様々な本に触れ、 親し むこ と ができる

環境づく り に努めまし た。  

  各施設の要望等を踏まえ、 優先順位を つけながら 各施設の修繕等を行いまし た。 ただし 、

施設の老朽化に伴い、 修繕必要箇所及び更新必要備品は増加し ているこ と に加え、 雨漏り

等大規模な修繕が必要な施設も 発生し てき ており 、計画的に実施し ていく こ と が必要です。 
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  小中・ 小幼・ 小小の交流活動や合同研修、 中学校区版『 夢』 発見プログラ ムの実践により

小中連携教育を進めまし た。

  学校訪問や個別相談による 指導助言に加え、 教職員等への研修等を開催し 、 特別支援教

育を支える手立てを講じ まし た。  

 

 

  集団生活において何ら かの困難さ のある就学前の幼児を 対象に、 それぞれの力を発揮し

生き 生き と 生活でき るよう 、 遊びを 通し た個別の指導を 行いまし た。

  読み書き の苦手な児童や学習障がいあるいは学習障がいの疑いのある児童生徒に対し て

個別の学習指導を行いまし た。

 

 

  教育・保育施設の遊具、設備等について、優先順位をつけながら随時修繕等行い、安全・

安心な施設整備に努めました。

 

  市立図書館については、 読み語り 等各種イ ベント を 開催し 、 本や図書館に親し める環境

づく り を進めまし た。 また、 児童書の選定についても 、 各館の図書館司書に選定し 充実

に努めまし た。

  島根県が実施する「 学校司書等により 学びのサポート 事業」 により 、 市内小中学校に学

校司書 12 校、 学校図書館支援員 10 校に配置し 、 蔵書含め、 学校図書館の充実を 進めま

し た。
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  安心し て安全に妊娠・ 出産ができ るよう 、 妊娠や出産期の保健対策を充実する 

 

  妊娠期から 子育て期の様々な不安や悩みに相談、 対応する母子健康包括支援センタ ーだっ

こ ♪について、 こ ども 家庭センタ ー設置に伴い、 令和６ 年度より こ ども 家庭センタ ー事業

へ移行し まし た。こ れにより 、母子保健、児童福祉の両機能の連携・ 協働がさ ら に深まり 、

妊産婦から 子育て世帯へ切れ目ない相談支援へと つながり まし た。  

  子育て情報の発信ツールと し て配信を 開始し た母子健康手帳アプリ だっ こ について、 登録

者数が 400 人を超えまし た。 今後も 、 様々なツールを活用し ながら 、 子育て支援に関する

情報をわかり やすく 、 積極的に発信し ていきます。  

  妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減を 図るため、 不妊治療助成制度の充実を 進め、 申請者

数は増加し まし た。  

 

 

 

  不妊治療を 受けている夫婦に対し 、 治療に要する費用の一部の助成を行いまし た。 一般

不妊治療、 特定不妊治療に加え、 令和２ 年度から は不育症治療を 、 令和４ 年度から 生殖

補助医療についても 補助を開始し まし た。

  ホームページや子育てポータ ルサイ ト 、 子育てハンド ブッ ク を 活用すると と も に、 令和

３ 年９ 月から は母子健康手帳アプリ だっ こ の配信を 行い、 妊娠・ 出産、 予防接種等、 積

極的に子育て情報の提供を行いまし た。

  育児相談に併せて、 妊婦サロンを市内５ カ 所で月 1 回開催し まし た。

  平成３ ０ 年４ 月に開所し た母子健康包括支援センタ ーだっ こ ♪において、 母子保健コ ー

ディ ネータ ーを配置し 、 子育て家庭等から の相談を 受け、 その解決に向けて各関係機関

と 連携を と り ながら 支援を行う 利用者支援事業に取り 組みまし た。

  令和３ 年度より 、 子育ての不安を解消し 、 安心し て子育てでき る環境を整える ため、 産

前及び産後の時期において、 一時的に家事や育児援助が必要になっ たと き に、 産前産後
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サポータ ーが訪問し 、 家事や育児のサポート を行う 、 産前産後訪問サポート 事業に取り

組みまし た。 必要と し ている人に利用し ても ら えるよう 、 産科医療機関、 子育て支援セ

ンタ ーへの周知の他、 妊娠届、 出生届、 赤ちゃん訪問等で直接紹介を行いまし た。

  雲南市が委嘱し た母子保健推進員が、 子育て中の保護者の相談や声掛け、 希望者には妊

婦・ 赤ちゃ ん訪問（ すこ やか訪問） を 行う 産前産後サポート 事業に取り 組みまし た。

  出産後に育児等の支援が必要な方を対象に、 育児不安の解消や産後の体調回復等を目的

と し た産後ケア事業を実施し まし た。 令和５ 年度から ショ ート ステイ （ 宿泊） 及びデイ

ケア（ 日帰り ） に加え訪問事業を開始し まし た。

   

 

 

  乳児健診や予防接種などをはじ め、 疾病の予防に努めると と も に、 家庭での食育を中心と

し て、 地域や学校・ 行政がそれぞれの役割を明確にし ながら 協働し て、 様々な健康支援活

動に取り 組む 

 

  乳幼児健康診査については、いずれの健診についても 受診率が 97%を越えています。未受診

者についても 理由を把握し 、 受診勧奨も 行っ ており 、 乳幼児の発育・ 発達・ 疾病の早期発

見・ 早期支援に繋がり まし た。  

  「 ゆっ たり と し た気分でこ ども と 過ごせる時間がある保護者の割合」 は、 令和２ 年度と 比

較すると 若干減少し ています。 育児相談や各種健診、 教室時等において、 子育ての不安を

丁寧に聞き 取り 、 安心し て子育てができ るよう 、 関係機関と 連携を図り ながら 、 引き 続き

取り 組みを行う 必要があり ます。  

  朝食欠食児の割合は、 令和２ 年度と 比較し て高く なっ ています。 乳幼児期から の望まし い

生活習慣の確立のため、 地域ぐ るみで食育活動を引き 続き 展開し ていく 必要があり ます。  
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  生後４ ヶ 月までの乳児のいる 全ての家庭を 訪問する乳児家庭全戸訪問事業（ こ んにちは

あかちゃ ん事業） に取り 組み、 健診や予防接種に関する 情報提供に加え、 こ ども の成長

発達の確認、 母親の健康状態の観察、 産後う つのチェ ッ ク 等を 行いまし た。 支援が必要

な家庭については、 再訪問や電話、 育児相談などで丁寧なフ ォ ローに努めまし た。

  妊婦及び乳幼児の健康確保、 経済的負担軽減、 また、 産後の育児不安や産後う つの早期

発見・ 早期支援のため、 健康診査等に係る経費の一部の助成を 行いまし た（ 妊婦一般健

康診査 14 回、 多胎妊婦健康診査追加 5 回、 乳児一般健康診査 2 回、 産婦健診 2 回）。

  妊娠中や出産後、 心身の不調がある保護者に対し 、 家事や子育ての不安や負担を軽減す

るため、助産師が家庭訪問する養育支援訪問事業に取り 組みまし た。

  令和２ 年度から 、 聴覚障がいの早期発見・ 早期支援を行う ために、 新生児聴覚検査受診

率 100％を目指し た周知と 償還払いによる助成を行いまし た。

  乳幼児の発育・ 発達・ 疾病の早期発見のため、 乳幼児健康診査を実施し まし た（ ４ か月

児健診・ １ ０ か月児健診・ １ 歳６ か月児健診・ ３ 歳児健診）。 また、 １ 歳６ か月児健診の

フ ォ ロー教室と し て、 遊びを 通じ て親と 子が心地よさ を 共有し 、 愛着形成を促すこ と を

目的に、「 あそびのき ょ う し つ」 を委託し て実施し まし た。

  こ ども の発達状況を確認し 、適切な支援につなげるため、令和５ 年度まで行っ ていた「 す

く すく アンケート 」 については令和６ 年度より ５ 歳児健診に切り 替えて実施を 開始し ま

し た。

  母子健康手帳交付時に、 出生届時の面談と 子育てハンド ブッ ク を用いた保健指導を実施

し まし た。 また、 ８ か月児と 保護者を対象に離乳食教室を開催し 、 保健師によるから だ

の発達、 歯科衛生士による口腔機能や手入れ方法、 栄養士による離乳食の進め方と ポイ

ント の説明、 教室後は個別相談を 実施し まし た。 併せて、 保健師、 栄養士、 歯科衛生士

などの専門職による相談の場と し て、 市内５ カ 所で月１ 回育児相談を 実施し まし た。

 

  １ 歳６ か月児健診受診者に対し 、 １ 回無料でむし 歯予防のためのフ ッ 化物歯面塗布がで

き る塗布券を交付し 、 幼児のむし 歯予防を行いまし た。

  定期予防接種の重要性を乳児家庭全戸訪問事業において説明し 、 予防接種の受け方を 丁

寧に説明し まし た。 また、 県実施の風し ん抗体検査、 任意の風し ん予防接種の周知を 行

う と と も に費用一部助成事業についても あわせて周知を 行う と と も に、 風し ん予防接種

勧奨を行い、 風し んの感染予防拡大を 図り まし た。

  言葉や発達等に心配のある乳幼児と その保護者に対し て、小児発達専門医が相談や助言、
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療育機関等の紹介を行う 発達ク リ ニッ ク を、 年 9 回開催し まし た。

  母子保健推進員を対象に地区別の交流会を 開催し 、 ブッ ク スタ ート や愛着形成等活動に

活かすこ と ができ るよう な学びを 深めるなど、 母子保健推進員の育成・ 活動支援を行い

まし た。

  健康づく り 推進協議会および専門部会を 年 2～3 回程度開催し 、 妊娠準備期・ 妊娠期・ 乳

幼児期および学童期・ 思春期の健康的な生活習慣の確立を目指し た取り 組み（ 健康スロ

ーガン別事業やリ ーフ レッ ト 作成等） を実施し まし た。

  出産・ 子育てに係る費用の負担軽減を図るため、 令和５ 年１ 月から 出産・ 子育て応援給

付金給付事業に取り 組みまし た（ 計 10 万円）。

  多胎児を妊娠・ 子育てし ている家庭へサポータ ーを 派遣し 、 日常の家事や育児、 外出を

支援する多胎児養育家庭支援事業を令和５ 年度から 開始し まし た。

  慢性疾患にかかっ ているこ と により 長期にわたり 療養する児童等が日常生活の支援のた

め、 該当者が日常生活用具等購入する際の助成を行う 小児慢性特定疾患児日常生活用具

給付事業に取り 組みまし た。

 

 

  令和２ 年度～令和６ 年度を計画期間と する第３ 次雲南市食育推進計画において、「 学校給

食を通し た『 食育の環』 の拡大」 を重点テーマに、 市民、 地域関係機関が協働し て事業を

展開し まし た。 小中学校においては、 年数回「 お弁当の日」 の取り 組みを行っ た他、 幼稚

園・ 保育所等においても 、 施設で育てた食材を用いた調理体験を 行う など、 様々な食育

事業に取り 組みまし た。

 

 

  島根県の制度を雲南市独自で拡充し 、 ０ 歳～中学校３ 年生について医療費の自己負担分

の助成を 行いまし た。

  母子健康手帳交付時や子育て世帯の転入時の面接等の際に、「 子育て応援ガイ ド ブッ ク 」

を用いて、 島根県子ども 医療電話相談（ ＃8000） 事業リ ーフ レッ ト や市内医療機関等の

情報提供を行いまし た。

  母子健康包括支援センタ ーだっ こ ♪に配置さ れている母子保健コ ーディ ネータ ーを核に、

医療機関と の連絡収受体制をつく り 連携強化を図り まし た。
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 前述の雲南市の子育て支援の取り 組み状況から 、 現状・ 問題点と 課題・ 今後の方向性を次のと

おり 整理し ます。  

 

  経済的支援や、 子育て施策の充実を 図っ てき まし たが、 経済的な負担感軽減策や放課後

の児童対策の充実など、 子育て支援施策の充実を求める声は依然と し て多い状況にあり

ます。  

  様々な子育て支援施設において、 雲南市の恵まれた自然・ 食環境を活かし 、 地域の支援

者に支えら れ、 多く の体験や活動が展開さ れてきています。 し かし 、 自然の遊び場の環

境整備がさ れなく なるなど、 こ れまで多く の支えの中ででき ていた体験や活動が、 高齢

化の進展と と も に難し く なっ てき ている状況があり ます。  

  こ ども 家庭センタ ーの設置等関係機関の連携による相談体制の強化により 、 子育てに関

し て負担・ 不安に感じ る保護者は相対的に減少し まし た。 し かし ながら 、 親と し ての責

任や、 子育てに自信がも てないなどの負担や不安を 感じ ている保護者は増えている状況

にあり ます。  

  男性女性と も に育児休業の取得率が向上するなど、 社会的な機運の高まり により 、 働き

ながら 子育てし やすい環境は少し ずつ向上し ています。 し かし ながら 、 仕事と 子育ての

両立が難し いと の声や、 企業に職場環境改善の働き かけを希望する声など、 職場環境の

改善を求める声は依然と し て多い状況にあり ます。  

  スマート フ ォ ンの急速な普及や、 就労形態の多様化などによ り 、 保護者の生活スタ イ ル

は過去と は大き く 変容し ています。 こ ども の生活スタ イ ルは身近な家族の影響を受ける

と 言われており 、 保護者の生活スタ イ ルが、 こ ども のメ ディ アに対する過剰接触や就寝

時間の遅れなど、 こ ども の生活リ ズムに悪く 影響する懸念があり ます。  

 

  雲南市の自然や食、 人の温かさ などの豊かな環境は、 雲南市の子育て環境の魅力そのも

のです。 そう し た、 雲南市の魅力を見つめ直し 、 子育て当事者だけではなく 多く の人で

支えあいながら 、 雲南市の将来を 担う こ ども たちが、 雲南市で健やかに学び育つよう 、

雲南市の魅力を活かし た子育て環境づく り に引き続き 取り 組んでいく 必要があり ます。  

  仕事と 生活の調和の実現は、 社会全体の運動と し て広げていく 必要があると さ れていま

す。 事業所や地域の理解と 協力を 得ながら 、 また、 多様な働き 方を実現する支援策を 展

開し ながら 、 関係者が一体と なっ て子育て世代が安心し て子育てし ながら 働ける環境づ

く り に取り 組んでいく 必要があり ます。  

  子育てに関する 負担・ 不安の軽減に向けて、 様々な支援策を 実施し てき ていますが、 そ

れが認知さ れていないなど、 伝え方、 届け方に課題を抱えています。 支援策が広く いき

わたるよう 、 また、 困難さ を 抱えている人には適切に寄り 添いながら 、 ラ イ フ ステージ

に応じ て切れ目なく 対応、 支援し 、 必要な支援を的確に届けていく 必要があり ます。  



第２ 章 本市のこ ども ・ 子育てを 取り 巻く 状況（ 第２ 期計画の振り 返り ）  

 

42 

 

  子育てに関する 負担感・ 不安感と いっ た負の面を改善・ 解消するこ と も 必要ですが、 こ

れから 結婚・ 子育てをし よう と する若い世代が、 子育ての楽し さ やこ ども の愛おし さ な

ど、 結婚やこ ども を 生み育てるこ と に前向き なイ メ ージを持ち、 実感できるこ と が必要

です。 また、 こ ども ・ 若者を 取り 巻く 状況やニーズの把握、 さ ら には考えや意見を聞く

機会を設けるこ と などによ り 、 多様な価値観・ 考え方を 前提と し て、 当事者であるこ ど

も ・ 若者の視点に立っ たより 実効性のある施策へと 繋げ、 こ ども ・ 若者が自己実現を 可

能と する環境を地域全体で築いていく 必要があり ます。  
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